
第46回定時株主総会招集ご通知に際しての

インターネット開示事項

連 結 注 記 表

個 別 注 記 表

（自 2021年７月１日 至 2022年６月30日）

全研本社株式会社

上記事項は、法令及び定款第17条の規定に基づき、インターネット上

の当社ウェブサイトに掲載することにより株主の皆さまに提供してお

ります。

（アドレス https://www.zenken.co.jp/）
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

（１）連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ２社

連結子会社の名称

株式会社サイシード

全研ケア株式会社

なお、当連結会計年度の連結子会社の異動は次のとおりであります。

（新規）

全研ケア株式会社（新規設立）

（除外）

ダイレクトイングリッシュ・ジャパン株式会社（2021年12月31日に当社を存続会社とする吸収合併により消滅

したため)

主要な非連結子会社名

Linguage Inc.

一般財団法人海外留学推進協会

ZENKEN PLANET VIETNAM COMPANY LIMITED

ZENKEN INDIA LLP

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社４社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

（２）持分法の適用に関する事項

持分法を適用しない非連結子会社の名称

Linguage Inc.

一般財団法人海外留学推進協会

ZENKEN PLANET VIETNAM COMPANY LIMITED

ZENKEN INDIA LLP

持分法を適用しない理由

持分法を適用していない会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等か

らみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がない

ため、持分法の適用範囲から除外しております。

（３）連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

（４）会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式及び関係会社出資金

移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法
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ロ． 棚卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産

ａ 商品

移動平均法による原価法（連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

ｂ 仕掛品

個別法による原価法（連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 ７～50年

工具、器具及び備品 ２～15年

ロ．無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用して

おります。

ハ．リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

④ 収益及び費用の計上基準

当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義

務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

イ．IT事業

IT事業においては、主にコンテンツマーケティング事業、メディア事業、AI事業を行っております。

コンテンツマーケティング事業においては、主に集客メディア（ポータルメディア等のコンテンツ）の制

作・運用を履行義務として識別しています。

制作に係る履行義務は、当社が制作した集客メディア（ポータルメディア等のコンテンツ）を顧客が検収す

ることにより充足されるため、当該一時点において収益を認識しております。運用に係る履行義務は、顧客と

の契約に基づくサービス提供期間にわたって充足されるため、当該期間にわたり収益を認識しております。

なお、取引の対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでお

りません。また、契約条件に従って、履行義務の充足前に前受けの形式により対価を受領する場合には、前受

金を計上しております。
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メディア事業においては、主に美容業界に特化した求人を紹介する「美プロ」などの当社運営メディアへの

顧客の求人情報等の掲載、海外の学生と日本企業をマッチングする海外IT人材事業では日本企業への海外IT人

材の紹介や日本語教育等を履行義務として識別しています。

メディア掲載に係る履行義務は、顧客の求人情報等の掲載期間にわたって履行義務が充足されるため、当該

掲載期間にわたり収益を認識しております。また、海外IT人材に係る履行義務のうち紹介については、紹介し

た学生等の人材の入社等により充足されるため、当該一時点において収益を認識しております。日本語教育等

については、学生等に対する日本語教育等の受講期間にわたって充足されるため、当該期間にわたり収益を認

識しております。

なお、取引の対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでお

りません。また、契約条件に従って、履行義務の充足前に前受けの形式により対価を受領する場合には、前受

金を計上しております。

AI事業においては、主にAIを活用したシステム（チャットボットやFAQシステム等）の制作・運用や、新型コ

ロナウイルスワクチン接種専用予約管理システムの提供等を履行義務として識別しています。

制作に係る履行義務は、当社が制作したシステム（チャットボットやFAQシステム等）を顧客が検収すること

により充足されるため、当該一時点において収益を認識しております。運用に係る履行義務は、顧客との契約

に基づくサービス提供期間にわたって充足されるため、当該期間にわたり収益を認識しております。また、新

型コロナウイルスワクチン接種専用予約管理システムの提供に係る履行義務は主に顧客との契約に基づくサー

ビス提供期間にわたって充足されるため、当該期間にわたり収益を認識しております。

なお、取引の対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでお

りません。また、契約条件に従って、履行義務の充足前に前受けの形式により対価を受領する場合には、前受

金を計上しております。

ロ．語学事業

語学事業においては、法人向け語学研修事業、中学高校向けオンライン英会話事業、留学斡旋事業、日本語

教育事業を行っております。

法人向け語学研修事業、中学高校向けオンライン英会話事業においては、研修の実施等を履行義務として識

別しています。

当該履行義務は、顧客の研修の受講により充足されるため、当該一時点において収益を認識しております。

なお、取引の対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでお

りません。また、契約条件に従って、履行義務の充足前に前受けの形式により対価を受領する場合には、前受

金を計上しております。

留学斡旋事業においては、留学手続きの代行及び留学中のサポート等を履行義務として識別しています。

留学手続きの代行に係る履行義務は、顧客が出国することにより充足されるため、当該一時点において収益

を認識しております。留学中のサポートに係る履行義務は、顧客との契約に基づくサポート期間にわたって充

足されるため、当該期間にわたり収益を認識しております。

なお、取引の対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでお

りません。また、契約条件に従って、履行義務の充足前に前受けの形式により対価を受領する場合には、前受

金を計上しております。

日本語学校における日本語教育事業においては、授業の実施等を履行義務として識別しています。

当該履行義務は、学生等に対する日本語教育等の受講期間にわたって充足されるため、当該期間にわたり収

益を認識しております。

なお、取引の対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでお

りません。また、契約条件に従って、履行義務の充足前に前受けの形式により対価を受領する場合には、前受

金を計上しております。

不動産賃貸事業に係る収益については、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年３月30

日)に基づき収益を認識しております。
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２．会計方針の変更に関する注記
（１）収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサー

ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の

期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、収益認識会計基準等の適用による、当連結会計年度の連結計算書類及び１株当たり情報に与える影

響は軽微であります。

（２）時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基

準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな

会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、連結計算書類に与える影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に

係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものはありません。

４．追加情報
当社グループにおいては、新型コロナウイルス感染症が業績に重要な影響を与えないと判断し、固定資産の減損

や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

５．連結貸借対照表に関する注記
担保に供している資産及び担保に係る債務

（１）担保に供している資産

建物 668,014千円

土地 2,865,774 〃

計 3,533,789千円

（２）担保資産に対応する債務

１年以内返済予定の長期借入金 148,488千円

長期借入金 702,536 〃

計 851,024千円

６．連結損益計算書に関する注記

事業譲渡損

2021年10月１日に、英会話スクール事業をNOVAホールディングス株式会社に事業譲渡したことによるものであ

り、当該事業の帳簿価額及び売却に要した費用の合計額と売却額との差額を事業譲渡損に計上しております。
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７．連結株主資本等変動計算書に関する注記

（１）当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 11,852,400 130,300 － 11,982,700

（注）発行済株式数の増加は、新株予約権の行使による増加130,300株です。

（２）配当に関する事項

①配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2021年８月23日
取締役会

普通株式 118,524 10.00 2021年６月30日 2021年９月29日

（注）１株当たり配当額には記念配当2.00円が含まれております。

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2022年８月19日開催の取締役会において、次のとおり決議する予定であります。

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2022年８月19日
取締役会

普通株式 利益剰余金 239,654 20.00 2022年６月30日 2022年９月28日

（注）１株当たり配当額には特別配当5.00円が含まれております。

（３）当連結会計年度の末日における株式引受権に係る該当株式会社の株式の数

該当事項はありません。

（４）当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数

普通株式 897,500 株

８．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また、資金調達については銀行

借入による方針であります。デリバティブは、利用しておりません。

② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当社グループの与信管理に関する規程に

従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制とし

ております。投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の

信用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。敷金及び保証金は、取引先の信用リスク

に晒されております。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備

投資に係る資金調達であります。
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③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

営業債権については、債権管理に関するグループ規程に基づき、取引先の状況を必要に応じてモニタリング

し、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図

っております。

ロ．市場リスクの管理

投資有価証券は、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係

を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社は、各部署からの報告に基づき適時に資金計画を作成・更新することにより流動性リスクを管理してお

ります。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することもあります。

⑤ 信用リスクの集中

当期の連結決算日現在における営業債権のうち、特定の大口顧客に対するものはありません。

（２）金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

投資有価証券(*2) 47,732 47,732 －

資産計 47,732 47,732 －

長期借入金 851,024 851,024 －

負債計 851,024 851,024 －

(*１)「現金及び預金」「売掛金」「未払金」「短期借入金」「未払法人税等」については、現金であること、
及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（*２）市場価格のない株式等は「投資有価証券」には含まれておりません。該当金融商品の連結貸借対照表
計上額は以下のとおりであります。

(単位：千円)

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 2,374

関係会社株式 0

関係会社出資金 32,836

(注)１. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 6,071,533 － － －

売掛金 434,298 － － －

合計 6,505,831 － － －

(注)２. 長期借入金の連結決算日後の返済予定額

１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 148,488 148,488 148,488 88,488 88,488 228,584

合計 148,488 148,488 148,488 88,488 88,488 228,584
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（３）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分

類しております。

レベル１：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の

対象となる資産又は負債に関する市場価格により算定した時価

レベル２：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイ

ンプットを用いて算定した時価

レベル３：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 47,732 － － 47,732

資産計 47,732 － － 47,732

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 851,024 － 851,024

負債計 － 851,024 － 851,024

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレ

べル１の時価に分類しております。

長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価

値により算定しております。

９．賃貸等不動産に関する注記

（１）賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループの主要な賃貸等不動産として、東京都内において賃貸用オフィスビルを有しております。

（２）賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 連結決算日における時価

7,712,253 12,967,072

(注)１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．時価の算定方法

主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）

であります。
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１０．収益認識に関する注記
（１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

報告セグメント
その他 合計

IT 語学 不動産 計

財又はサービスの種類別

コンテンツマーケティング 3,669,337 － － 3,669,337 － 3,669,337

メディア 780,492 － － 780,492 － 780,492

AI 1,785,888 － － 1,785,888 － 1,785,888

語学 － 713,240 － 713,240 － 713,240

その他 － － － － 295,614 295,614

顧客との契約から生じる収益 6,235,718 713,240 － 6,948,959 295,614 7,244,574

収益認識の時期別

一時点で移転される財又はサー
ビス

1,448,666 625,553 － 2,074,219 294,414 2,368,634

一定の期間にわたり移転される
財又はサービス

4,787,051 87,687 － 4,874,739 1,200 4,875,939

顧客との契約から生じる収益 6,235,718 713,240 － 6,948,959 295,614 7,244,574

その他の収益 － － 461,045 461,045 － 461,045

外部顧客への売上高 6,235,718 713,240 461,045 7,410,004 295,614 7,705,619

（２）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

等」の「（４）会計方針に関する事項」の「④ 収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記

を省略しております。
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（３）顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計

年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関す

る情報

①顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等

（単位：千円）

当連結会計年度（期首）
（2021年７月１日）

当連結会計年度（期末）
（2022年６月30日）

顧客との契約から生じた債権

売掛金 403,774 434,298

契約負債

前受金 611,072 548,491

（注）１．契約負債は主にコンテンツマーケティング事業の集客メディアの制作・運用、コロナワクチン予約シ

ステムの提供に関連して顧客から受領した分の前受金になります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩さ

れます。

２．当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は590,269千円

であります。

②残存履行義務に配分した取引価格

当社グループでは、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残

存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。

１１．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 1,013円73銭

１株当たり当期純利益 133円40銭

１２．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

イ．関係会社株式及び関係会社出資金

移動平均法による原価法

ロ．その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

イ．商品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

ロ．仕掛品

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

（２）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年

４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 ７～50年

工具、器具及び備品 ２～15年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（３）引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

（４）収益及び費用の計上基準

当社は、以下の５ステップアプローチに基づき収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足

する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

① IT事業

IT事業においては、主にコンテンツマーケティング事業、メディア事業を行っております。

コンテンツマーケティング事業においては、主に集客メディア（ポータルメディア等のコンテンツ）の制作・

運用を履行義務として識別しています。

制作に係る履行義務は、当社が制作した集客メディア（ポータルメディア等のコンテンツ）を顧客が検収する

ことにより充足されるため、当該一時点において収益を認識しております。運用に係る履行義務は、顧客との契

約に基づくサービス提供期間にわたって充足されるため、当該期間にわたり収益を認識しております。

なお、取引の対価は履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりま

せん。また、契約条件に従って、履行義務の充足前に前受けの形式により対価を受領する場合には、前受金を計

上しております。

メディア事業においては、主に美容業界に特化した求人を紹介する「美プロ」などの当社運営メディアへの顧

客の求人情報等の掲載、海外の学生と日本企業をマッチングする海外IT人材事業では日本企業への海外IT人材の

紹介や日本語教育等を履行義務として識別しています。

メディア掲載に係る履行義務は、顧客の求人情報等の掲載期間にわたって履行義務が充足されるため、当該掲

載期間にわたり収益を認識しております。また、海外IT人材に係る履行義務のうち紹介については、紹介した学

生等の人材の入社等により充足されるため、当該一時点において収益を認識しております。日本語教育等につい

ては、学生等に対する日本語教育等の受講期間にわたって充足されるため、当該期間にわたり収益を認識してお

ります。

なお、取引の対価は履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりま

せん。また、契約条件に従って、履行義務の充足前に前受けの形式により対価を受領する場合には、前受金を計

上しております。

② 語学事業

語学事業においては、法人向け語学研修事業、中学高校向けオンライン英会話事業、留学斡旋事業、日本語教

育事業を行っております。

法人向け語学研修事業、中学高校向けオンライン英会話事業においては、研修の実施等を履行義務として識別

しています。

当該履行義務は、顧客の研修の受講により充足されるため、当該一時点において収益を認識しております。
なお、取引の対価は履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりま

せん。また、契約条件に従って、履行義務の充足前に前受けの形式により対価を受領する場合には、前受金を計

上しております。

留学斡旋事業においては、留学手続きの代行及び留学中のサポート等を履行義務として識別しています。

留学手続きの代行に係る履行義務は、顧客が出国することにより充足されるため、当該一時点において収益を

認識しております。留学中のサポートに係る履行義務は、顧客との契約に基づくサポート期間にわたって充足さ

れるため、当該期間にわたり収益を認識しております。

なお、取引の対価は履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりま

せん。また、契約条件に従って、履行義務の充足前に前受けの形式により対価を受領する場合には、前受金を計

上しております。

日本語学校における日本語教育事業においては、授業の実施等を履行義務として識別しています。

当該履行義務は、学生等に対する日本語教育等の受講期間にわたって充足されるため、当該期間にわたり収益

を認識しております。

なお、取引の対価は履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりま

せん。また、契約条件に従って、履行義務の充足前に前受けの形式により対価を受領する場合には、前受金を計

上しております。

不動産賃貸事業に係る収益については、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年３月30日)

に基づき収益を認識しております。
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２．会計方針の変更に関する注記

（１）収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を

当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交

換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰

余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当事業年度の損益及び利益剰余金の当期首残高に与える影響、１株当たり情報に与える影響は軽微で

あります。

（２）時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10

号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針

を将来にわたって適用することといたしました。なお、計算書類に与える影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に

重要な影響を及ぼす可能性があるものはありません。

４．追加情報

当社においては、新型コロナウイルス感染症が業績に重要な影響を与えないと判断し、固定資産の減損や繰延税金

資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

５．貸借対照表に関する注記

（１）担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

建物 668,014千円

土地 2,865,774 〃

計 3,533,789千円

② 担保資産に対応する債務

１年以内返済予定の長期借入金 148,488千円

長期借入金 702,536 〃

計 851,024千円
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（２）関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

短期金銭債権 11,525千円

長期金銭債権 11,497千円

短期金銭債務 18,000千円

長期金銭債務 27,400千円

６．損益計算書に関する注記

（１）関係会社との取引高

① 営業取引による取引高

売 上 高 100,938千円

営 業 費 用 151,319千円

② 営業取引以外の取引による取引高

そ の 他 収 益 4,138千円

（２）抱合せ株式消滅差益

抱合せ株式消滅差益は、当社の子会社であったダイレクトイングリッシュ・ジャパン株式会社を吸収合併した

ことに伴い、計上したものであります。

（３）事業譲渡損

事業譲渡損は、2021年10月１日に、英会話スクール事業をNOVAホールディングス株式会社に事業譲渡したこと

によるものであり、当該事業の帳簿価額及び売却に要した費用の合計額と売却額との差額を事業譲渡損に計上し

ております。

７．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末の自己株式の種類及び総数

該当事項はありません。

８．税効果会計に関する注記

（１）繰延税金資産の発生の主な原因

減価償却超過額及び関係会社株式評価損の否認等であります。

（２）繰延税金負債の発生の主な原因

その他有価証券評価差額金等であります。

９．関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

（単位：千円）

種類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社
株式会社
サイシード

所有
直接 100.00％

設備の賃貸
役員の兼任

資金の回収
（注）

74,876
関係会社
短期貸付金

103,956

利息の受取 4,138
関係会社
長期貸付金

150,208

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）資金の貸付については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、担保の受入は行っておりませ

ん。

１０．収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報は、「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「（４）収益及び費用

の計上基準」に記載のとおりであります。
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１１．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 948円76銭

１株当たり当期純利益 72円78銭

１２．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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